
第 1 回 松崎町・西伊豆町中学校統合推進協議会次第

日時：令和８年２月 16 日(月) 14:00～

会場：西伊豆町 仁科地区津波等避難施設

1 開会

2 挨拶（両町教育長）

3 委員等紹介

4 委員長・副委員長選任

5 報告・協議事項

(1)協議会の役割と位置づけについて

(2)これまでの検討経過の共有について

(3)保護者アンケートについて

(4)今後のスケジュールについて

6 その他

(1)県教委から

7 閉会



中学校統合協議会の役割と位置づけについて

■協議会の基本的な位置づけ

本協議会は、松崎町及び西伊豆町が共同で設置し、中学校統合に関する基本的な考え方や方

向性を整理・共有するための協議の場です。最終的な決定権は、松崎町・西伊豆町にあります

が、協議会での合意形成を最大限尊重し、政策判断につなげていくことを前提としています。

■協議会の主な役割

1．中学校統合の目的・理念の共有

・子どもたちにとって望ましい教育環境の在り方を整理する。

2．統合の方向性に関する合意形成

・設置形態、学校像、進め方について共通認識を形成する。

3．主要論点の整理と実行案の提示

・設置場所、通学、施設活用などについて、複数の選択肢を整理し有効な案に絞る。

4．住民・保護者意見の反映

・説明会や意見募集で得られた声を協議に反映させる。

■協議会が担うのは『決定に近い役割』

・統合の基本方針（目指す学校像、進め方の考え方）についての合意

・選択肢を絞り込み方向性を確認

・町長に提示する『事実上のたたき台』の提示
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中学校生徒数の推移予測

西伊豆中 松崎中 合計

年 度 1年生 2年生 3年生 計 年 度 1年生 2年生 3年生 計 年 度 1年生 2年生 3年生 計

R6 35 33 40 108 R6 31 29 37 97 R6 66 62 77 205

R7 31 35 31 97 R7 35 31 29 95 R7 66 66 60 192

R8 24 31 35 90 R8 25 35 31 91 R8 49 66 66 181

R9 26 24 31 81 R9 22 25 35 82 R9 48 49 66 163

R10 12 26 24 62 R10 29 22 25 76 R10 41 48 49 138

R11 16 12 26 54 R11 27 29 22 78 R11 43 41 48 132

R12 17 16 12 45 R12 24 27 29 80 R12 41 43 41 125

R13 17 17 16 50 R13 21 24 27 72 R13 38 41 43 122

R14 23 17 17 57 R14 25 21 24 70 R14 48 38 41 127

R15 19 23 17 59 R15 11 25 21 57 R15 30 48 38 116

R16 10 19 23 52 R16 19 11 25 55 R16 29 30 48 107

R17 11 10 19 40 R17 17 19 11 47 R17 28 29 30 87

R18 11 11 10 32 R18 10 17 19 46 R18 21 28 29 78

R19 7 11 11 29 R19 7 10 17 34 R19 14 21 28 63

R20 11 7 11 29 R20 15 7 10 32 R20 26 14 21 61
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西伊豆町・ 松崎町の中学校今後について

共通の背景と 課題

・ 町に１ 校の中学校

・ 生徒数の減少

西伊豆町の背景と 課題

・ 文教施設再編計画が白紙に  

 なる

・ 中学校が町の北部にある

 ⇒ 生徒の半数以上がバス 通学

 ⇒ 通勤の問題から 教職員の

   配置が限定さ れる

松崎町の背景と 課題

・ 小中学校が津波浸水区域

 内にある

・ 中学校の施設の老朽化

 ⇒ 大規模改修の必要性あり

   (特に校舎東側) 

〇『 教育の質と 環境の維持のため

  組合立中学を適切な位置に設置し たい』

R7 R8 R9 R10以降

組合立中学

校舎

方針

決定
調整作業(組合)

組合

会議

規約

改正

設置箇所選定 環境整備(工事等)

組合立中学

【 ス ケジュ ール案】
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中学校統合における方式検討

―「広域連合・委託・組合立」3 案からの整理―

1．検討の前提

松崎町・西伊豆町の中学校統合にあたっては、一時的な効率性ではなく、将来にわたり

安定した教育環境を共同で維持できる仕組みが必要である。その観点から、以下の 3方

式を検討対象として整理した。

2．検討した 3 つの選択肢

①広域連合方式：複数自治体（広域）で包括的な事務を共同処理する仕組み

②委託方式：一方の町が学校設置者となり、他方が運営等を委託

③組合立方式：両町で一部事務組合を設立し、中学校を共同設置・運営

3．各方式の整理と課題

【広域連合方式】制度規模が大きく、意思決定に時間がかかる。

【委託方式】学校設置者が一方に固定され、対等性・納得感に課題が残る。

【組合立方式】調整は必要だが、中長期的な安定性と公平性を確保できる。

4．方式比較（要点）

規模適合性、両町の対等性、教育運営の機動性、財政の透明性、将来の安定性の観点か

ら比較すると、組合立方式が最も評価が高い。

5．整理（結論）

以上の比較整理から、中学校統合においては、組合立方式が最も合理的かつ持続可能な

選択肢と考えられる。
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統合後中学校の設置場所に関する検討経過（整理）

松崎町・西伊豆町の中学校統合に関し、これまで設置場所についてどのような選択肢や

論点が示されてきたかを整理した。

1．これまでに検討対象として挙げられてきた主な選択肢

（1）既存中学校校舎の活用

・現在の中学校施設を活用できる

・施設規模、老朽化、将来改修費用の課題がある

・一方の町への集約感が生じやすい

（2）新設校舎の建設

・理想的な教育環境を整えやすい

・建設費や事業期間の面で大きな負担が見込まれる

・生徒数規模を踏まえると慎重な検討が必要

（3）高校施設等既存の公的施設の活用

・教育施設としての基盤が整っている

・比較的短期間での整備が可能

・財政負担を抑えられる可能性がある

・連携型中高一貫がより強化される可能性がある

・高校の魅力化につながる可能性がある

・高校生、中学生の生活環境への配慮が必要

2．設置場所検討にあたっての主な論点

・通学時間・通学手段への影響

・生徒の安全面および生活動線への配慮

・教育活動上のメリット・デメリット

・将来の生徒数変動への対応可能性

・地域との関係性や将来像との整合

3．今後の検討の進め方（考え方）

今後は、各選択肢について上記の論点を一つずつ整理し、条件や留意点を明確にしたう

えで、子どもたちにとって無理のない、持続可能な教育環境の確保という視点から検討

を深めていく必要がある。
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中学校統合に関する事前アンケート

中学校保護者の皆さまへ

日頃より、松崎町・西伊豆町の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうご

ざいます。

松崎町および西伊豆町では、将来にわたり安定した教育環境を確保するため、両

町の中学校統合について検討を進めています。

本アンケートは、現在、中学校に通っている子どもたちの保護者の皆さまから、日々

の中学校生活を通して感じていることを伺い、今後の検討に活かすことを目的として

実施するものです。

皆様の率直なお気持ちをお聞かせください。

【問 1】お子さまの学年について

該当するものに〇をつけてください。

□ 中学 1 年生

□ 中学 2 年生

□ 中学 3 年生

【問 2】現在のお子さまの中学校生活について、

「良いと感じている点」「大切にされていると感じる点」はどのようなところですか。（複数

回答可）

□ 少人数で落ち着いた学習環境

□ 先生の目が行き届いていると感じる

□ 友人関係が安定している

□ 部活動や行事に一体感がある

□ 地域とのつながりが感じられる

□ 安心して学校生活を送れている

□ その他（ ）

【問 3】一方で、現在の中学校生活の中で、

「課題だと感じていること」や「改善が必要だと感じる点」があれば教えてください。（複

数回答可）

□ 学級や学年の人数が少ないこと

□ 友人関係の広がりが限られる
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□ 部活動や行事の選択肢が少ない

□ 切磋琢磨できる環境が十分でない

□ 将来を見据えた学習環境に不安がある

□ 特に課題は感じていない

□ その他（ ）

【問 4】中学校統合を検討するにあたり、

「現在の中学校の良さとして、今後も引き継いでほしい」と思う点があれば教えてくださ

い。（自由記述）

（ ）

【問 5】中学校統合を進める際、

現在中学生である子どもたちや、その保護者への配慮として

特に大切だと思うことがあれば教えてください。（自由記述）

（例：環境の変化への配慮、情報提供の仕方、段階的な進め方 など）

（ ）

【問 6】今後の検討や情報提供について、望ましいと思うことがあれば教えてください。

（複数回答可）

□ 検討の進捗を分かりやすく知らせてほしい

□ 中学校保護者向けの説明の機会を設けてほしい

□ 意見を伝える場を今後も継続してほしい

□ 特に希望はない

□ その他（ ）

※ご記入いただいた内容は、個人が特定されない形で整理し、今後の協議の参考と

して活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

松崎町・ 西伊豆町中学校統合推進協議会

TEL： 0558-42-3971（ 松崎町教育委員会事務局）

TEL： 0558-56-0212(西伊豆町教育委員会事務局）
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中学校統合に関する事前アンケート

園・小学校保護者の皆さまへ

松崎町・西伊豆町では、将来の子どもたちにとってより良い教育環境を確保するた

め、両町の中学校統合について検討を進めています。本アンケートは、将来、中学校

に進学することになる子どもたちの保護者の皆さまの声を、今後の検討に活かすこと

を目的として実施するものです。

皆さまが大切だと感じていること、不安に思われていることを、率直にお聞かせくだ

さい。

【問 1】お子さまの在園・在学について

該当するものに〇をつけてください。

□ 幼稚園・保育園・こども園

□ 小学校低学年（1～3 年）

□ 小学校高学年（4～6 年）

【問 2】将来、お子さまが中学校へ進学するにあたり、

特に大切にしてほしいと感じる点は何ですか。（複数回答可）

□ 友人関係や人間関係の広がり

□ 授業や学習内容の充実

□ 部活動や行事などの活動の充実

□ 先生の配置や指導体制

□ 通学の安全性・負担

□ 学校の雰囲気・安心して過ごせる環境

□ その他（ ）

【問 3】中学校統合に関して、現時点で不安に感じていることがあれば教えてください。

（複数回答可）

☐ 通学時間・通学手段

☐ 子どもの人間関係への影響

☐ 学校生活へのなじみやすさ

☐ 教育のきめ細かさが失われないか

☐ 安全面（通学・施設）

☐ 地域とのつながりが弱くならないか
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☐ 特に不安はない

☐ その他（ ）

【問 4】中学校統合を進めるにあたり、

「これは大切にしてほしい」「配慮してほしい」と思うことがあればご記入ください。（自由

記述）

（ ）

【問 5】今後の検討や情報提供について、望ましいと思うことがあれば教えてください。

（複数回答可）

□ 検討の進捗を定期的に知らせてほしい

□ 保護者向け説明の機会を設けてほしい

□ アンケートなどで意見を伝える機会がほしい

□ 特に希望はない

□ その他（ ）

※ご記入いただいた内容は、個人が特定されない形で整理し、今後の協議の参考と

して活用させていただきます。

ご協力ありがとうございました。

松崎町・ 西伊豆町中学校統合推進協議会

TEL： 0558-42-3971（ 松崎町教育委員会事務局）

TEL： 0558-56-0212(西伊豆町教育委員会事務局）

9



R80203作成

西暦 和暦 決定項目 リミット 関係機関(町⇒県) 検討事項

2025 R7 推進協議会設立 R7.12

2026 R8 教育内容の方向性

設置場所確定 次年度予算時期まで

統合方針決定(広域連合・組合・委託) 統合方式

事務組合設立協議 市町行財政課に事前相談

事務組合議会可決 R8.12議会 　　　統合整備

組合設置許可申請 R9.1 ⇒市町行財政課

2027 R9 基本設計委託発注(協議会) 教育施設課

統合中学校名選定

2028 R10 実施設計発注(協議会) 教育施設課

統合中学校設置条例 義務教育課

2029 R11 改修工事発注

現中学校廃止 義務教育課

両中学校財産処分

事務組合設立協議 市町行財政課に事前相談

事務組合議会可決 R11.12議会 　　　運営

組合設置許可申請 R12.1 ⇒市町行財政課

2030 R12

☆松崎町・西伊豆町中学校統合推進スケジュール(概略版)

新統合中学校稼働
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R7 R8 R9 R10 R11 R12

推進協議会

教育内容の方向性

設置場所

統合方式

一部事務組合

施設改修

廃止等手続き

設立

決定

決定

統合整備規約 運営規約

改修工事実施設計基本設計

設置

条例
廃止

統合に関する詳細協議

統合中学校
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